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  令和７年５月30日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

   職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令 

 職員の勤務時間に関する規程（昭和38年岩手県訓令第６号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員の勤務時間の割

振り及び週休日の指定） 

（育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員の勤務時間の割

振り及び週休日の指定） 

第２条の２ 第３条、第３条の２、第７条から第９条まで及び

第13条に定めるもののほか、地方公務員の育児休業等に関す

る法律（平成３年法律第110号）第10条第３項の規定により

同条第１項に規定する育児短時間勤務（以下「育児短時間勤

務」という。）の承認を受けた職員（同法第17条の規定によ

る短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短

時間勤務職員等」という。）の勤務時間の割振りは当該承認

を受けた育児短時間勤務の内容（同条の規定による短時間勤

務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりす

ることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等

の内容」という。）に従い１日につき７時間45分の範囲内で

、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の４第１項

に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「短時間勤務

職員」という。）の勤務時間の割振りは１日につき７時間45

分の範囲内で所属長が定めるものとする。 

第２条の２ 第３条、第７条から第９条まで及び第13条に定め

るもののほか、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成

３年法律第110号）第10条第３項の規定により同条第１項に

規定する育児短時間勤務（以下「育児短時間勤務」という。

）の承認を受けた職員（同法第17条の規定による短時間勤務

をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員

等」という。）の勤務時間の割振りは当該承認を受けた育児

短時間勤務の内容（同条の規定による短時間勤務をすること

となった職員にあっては、同条の規定によりすることとなっ

た短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」とい

う。）に従い１日につき７時間45分の範囲内で、地方公務員

法（昭和25年法律第261号）第22条の４第１項に規定する短

時間勤務の職を占める職員（以下「短時間勤務職員」という

。）の勤務時間の割振りは１日につき７時間45分の範囲内で

所属長が定めるものとする。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

（試験研究機関等に勤務する研究職員等の勤務時間の割振り

の特例に基づく休憩時間） 

（職員の勤務時間の割振りの特例に基づく休憩時間） 

第３条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成６

年岩手県条例第57号。以下「条例」という。）第３条第３項

の規定に基づき割り振られた勤務時間中には、その勤務時間

が、７時間45分を超える場合にあっては所属長の定めるとこ

ろにより１時間以上の、７時間45分以内である場合にあって

は所属長の定めるところにより１時間の休憩時間を置く。 

第３条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成６

年岩手県条例第57号。以下「条例」という。）第３条第３項

の規定に基づき割り振られた勤務時間中には、その勤務時間

が、７時間45分を超える場合にあっては所属長の定めるとこ

ろにより１時間以上の、７時間45分以内である場合にあって

は所属長の定めるところにより１時間の休憩時間を置く。た

だし、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（平成６

年岩手県人事委員会規則第30号）第３条第１項第２号ただし

書に規定する特例対象日において勤務時間が６時間未満であ

る場合は、この限りでない。 

２ 第２条第４項の規定は、前項に規定する勤務時間が７時間 ２ 第２条第４項の規定は、前項本文に規定する勤務時間が７ 



45分以内である場合の休憩時間について準用する。この場合

において、同条第４項中「第１項」とあるのは、「第３条第

１項」と読み替えるものとする。 

時間45分以内である場合の休憩時間について準用する。この

場合において、同条第４項中「第１項」とあるのは、「第３

条第１項本文」と読み替えるものとする。 

（子の養育又は配偶者等の介護をする職員等の勤務時間の割

振りの特例に基づく休憩時間） 

 

第３条の２ 条例第３条第４項の規定に基づき割り振られた勤

務時間中には、その勤務時間が、７時間45分を超える場合に

あっては所属長の定めるところにより１時間以上の、７時間

45分以内である場合にあっては所属長の定めるところにより

１時間の休憩時間を置く。ただし、職員の勤務時間、休日及

び休暇に関する規則（平成６年岩手県人事委員会規則第30号

）第４条の４第１項第２号ただし書に規定する特例対象日に

おいて勤務時間が６時間未満である場合は、この限りでない

。 

 

２ 第２条第４項の規定は、前項本文に規定する勤務時間が７

時間45分以内である場合の休憩時間について準用する。この

場合において、同条第４項中「第１項」とあるのは、「第３

条の２第１項本文」と読み替えるものとする。 

 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この訓令は、令和７年６月１日から施行する。 
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